
会津地域森林計画書

（会津森林計画区）

自 平成１９年 ４月 １日

計画期間

至 平成２９年 ３月３１日

福 島 県





□ 森林計画制度について

森林は、一度荒廃すれば長期にわたりその機能が損なわれることから、総合的・長期的な視点に立

ち、適切に管理・育成する必要があります。そのため、森林法に基づく森林計画制度が設けられてい

ます。また、森林の恵みは広域に及ぶ一方で、管理・育成は個々の森林の現況に応じ実施する必要が

あるため、森林計画制度は、国・県・市町村・森林所有者等相互に整合を図る体系となっています。

地域森林計画とは

森林法第5条に基づき、知事が全国森林計画に即して、各森林計画区の民有林について5年ご

とに10年を一期としてたてる計画で、地域に応じた森林整備の目標等を明らかにするととも

に、市町村森林整備計画において計画事項を定めるに当たっての指針となるものです。

「森林・林業基本計画」<森林・林業基本法第11条> 政府が策定

森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展、林 おおむね５年毎に変更

産物の供給及び利用の確保の実現に向け、それぞれの目標を設定し、

関連施策を示しています。 平成18年 9月 8日策定

即して＊１

平成16年6月8日策定 農林水産大臣が策定

「全国森林計画」

<森林法第4条第1項> 「森林整備保全事業計画」 ５年毎の１５カ年計画

<森林法第4条第5項>

（全国44広域流域） （森林整備事業、治山事業に関する 平成15年10月21日樹立

５年間の事業計画） 平成16年 6月 8日変更

平成18年 9月 8日変更

即して＊１

①都道府県知事が策定

①「地域森林計画」 調整 ②「国有林の地域別の

<森林法第5条> 森林計画」 ②森林管理局長が策定

（全国158森林計画区） 連絡調整会議 <森林法第7条の2>

意見聴取 ５年毎の１０カ年計画

〈森林法第6条の3及び第7条の2第5項〉

適合して＊２

<森林法第10条の5第3項> 市町村長が策定

「市町村森林整備計画」 市町村森林整備計画は、地

<森林法第10条の5> 域森林計画に適合したもの ５年毎の１０カ年計画

とします

適合して＊２

<森林法第11条第4項第3号> 森林所有者等が作成

「森林施業計画」 市町村森林整備計画の内容 市町村長が認定

<森林法第11条> に照らして適当であると認

められることが必要です ５カ年計画

＊１ 即して ：基本的に一致しなければならない。

＊２ 適合して：ある程度幅を持って判断する。



全国森林計画と地域森林計画の計画期間対応表

○全国森林計画（計画期間15年）

年　　　　度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

平成15年度樹立

全国森林計画 前 期 ５ 年 中 期 ５ 年 後 期 ５ 年

（平成16～30年度）

○地域森林計画（計画期間10年）

年　　　　度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

平成１8年度樹立

会津地域森林計画 前 期 ５ 年 後 期 ５ 年

（平成19～28年度）
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Ⅰ 計画樹立に当たっての基本的考え方

森林は、木材等の林産物の供給、水源のかん養、山地災害の防止等の機能の発揮を通じて、県

民生活と深く結びついてきました。近年、これらに加え、保健・文化・教育的な利用の場の提供、

良好な生活環境の保全等の機能の発揮、地球温暖化の防止や生物多様性の保全等への寄与等、森

林の持つ多面的機能への期待が高まっており、県民の森林に対する要請は一層高度化、多様化し

ています。このような県民の期待の高まりに応え、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を確

保するためには、生態系としての森林という認識のもと、持続可能な森林経営の一層の推進に努

めることが重要な課題となっています。

こうした中、会津地域森林計画の樹立に当たっては、全国森林計画に即しつつ、平成14年度に

策定した「うつくしま森林・林業・木材産業振興プラン２１」の目標を踏まえながら、次の１か

ら５の事項を基本的な考え方として策定しました。また、県では森林を荒廃から守り、健全な状

態で将来の世代に引き継いでいけるよう、森林環境税を財源として森林と人との関係を見直し、

県民一人一人が参画する新たな森林づくりに平成18年度から取り組んでいます。

なお、市町村森林整備計画の策定等に当たっては、この計画を指針として、森林・林業等に関

する諸施策の実施状況等を考慮し、国有林とも緊密な連絡調整を図りつつ、適切な森林施業の実

施が確保されるよう配慮するものとします。

１ 森林資源の質的充実

公益的機能の発揮を図りつつ木材資源の効率的な循環・利用に対応するため、質的充実を

目指した森林整備を推進するものとします。従来から進めてきた若齢林の間伐に加え、高齢

級の森林についても択伐や間伐など抜き伐りの適切な実施を行いながら、立地条件等に応じ

た長伐期化や育成複層林施業への誘導を計画的に実施するとともに、天然生林の適確な保全

・管理など、森林を健全な状態に育成し循環させるものとします。

２ 森林の公益的機能の充実

森林の有する水源かん養・山地災害防止機能等公益的機能を総合的かつ高度に発揮させる

ため、適正な森林施業を推進し、各機能の充実を図るものとします。

３ 森林の総合利用の推進

生活に密着したふれあいの場、森林浴の場、健康づくりの場、野外教育や環境教育の場、

精神的な豊かさを養う場、ボランティアなどが森林づくりに参加する場、都市・山村交流の

場として、森林空間を様々に利用する森林の総合利用に対応した多様な森林資源の整備を推

進するものとします。

４ 県土の保全

調和のとれた、快適で安心して生活のできる地域環境整備のため、計画的な保安林の指定

と保安施設事業を推進するものとします。

５ 森林整備のための基盤整備と森林施業の合理化

森林施業の効率的な実施に必要な林道網は、県土の保全、自然環境の保全等の公益的機能

の維持に十分配慮しながら整備するものとします。また、国有林と連携を図りつつ、森林施

業の共同化の促進、林業に従事する者の養成・確保、林業機械化の促進及び木材流通・加工

体制の地域一体となった整備等により森林施業の合理化を図るものとします。
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Ⅱ 地域の概要 －自然的、社会経済的背景と森林計画区の位置付け－

１ 位置及び面積

本計画区は福島県西部に位置する「会津」と呼ばれる地域で、山形、新潟、群馬、栃木の各

県と境を接しています。会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡の17市町

村からなっており、総土地面積は542千haで県土の39％を占めています。県の行政区分でみる

と会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡が会津地域（会津農林事務所）、南会津郡

が南会津地域（南会津農林事務所）となっています。

なお、前回計画樹立後における市町村合併の状況は次のとおりです。

合併期日 新市町村名 構 成 市 町 村

平成16年11月 1日 会津若松市 会津若松市、北会津村
平成17年10月 1日 会津美里町 会津高田町、会津本郷町、新鶴村
平成17年11月 1日 会津若松市 会津若松市、河東町
平成18年 1月 4日 喜 多 方 市 喜多方市、熱塩加納村、塩川町、山都町、高郷村
平成18年 3月20日 南 会 津 町 田島町、舘岩村、伊南村、南郷村

２ 自然的背景

（１）地 勢

東部には奥羽山脈が南北に走り、北部の山形県境には吾妻連峰や飯豊連峰が、西部の新潟県

境には越後山脈が連なっています。南端の尾瀬は新潟・群馬両県と接し、南部の栃木県境には

帝釈山、田代山、荒海山、三本槍ヶ岳などが連なっています。山地はおおむね急峻で、只見川

流域の山岳では基岩露出地が多く見られ、断層や破砕帯も数多くあります。平坦地は、中央部

に阿賀川を挟んで会津盆地が開けています。

河川は阿賀野川水系で、荒海山に源を発する阿賀川が、猪苗代湖から流れ出る日橋川や尾瀬

沼を源とする只見川等と合流し、新潟県を経て日本海に注いでいます。

（２）地質及び土壌

山地の多くが第三紀層により形成され、只見町から檜枝岐村にかけては古生層が、会津美里

町から南会津町にかけては石英安山岩類が、会津盆地と阿賀川に沿っては第四紀沖積層が、燧

ヶ岳、旭岳、磐梯山等の火山地帯では新期安山岩類が分布しています。これらの岩石が風化堆

積した褐色森林土が広範囲に分布し、磐梯山麓、背あぶり山北部、会津盆地西南部、南会津郡

の東部に黒色土壌が、標高1,000ｍ以上の尾根・稜線部に小面積ながらポドゾル土壌がみられ

ます。

（３）気 候

日本海側気候に属し、積雪が多く、50㎝程度から多いところでは3ｍ以上になります。

平成17年で見ると、年平均気温は7～11℃、年平均降水量は会津盆地で1,300㎜、南部で1,50

0㎜、只見地域では3,100㎜となっています。
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３ 社会経済的背景

（１）土地利用の現況

本計画区の森林面積は444千haで、民有林が239千ha(54％)、国有林が206千ha(46％)となっ

ています。林野率は県内計画区の中で最も高い82％で、県平均の70％を大きく上回っています。

森林以外では、農地が30千ha(6％)、宅地が7千ha(1％)、等となっています。

（２）人口の推移

本計画区の人口は307千人（平成18年9月1日現在）で県全体の15％を占めています。５年前

と比較すると約95％となっており、減少傾向で推移しています。

（３）交通網

ＪＲ磐越西線、国道49号、磐越自動車道が東西に走り、国道118号、121号、会津鉄道会津線、

野岩鉄道会津鬼怒川線が南北に走るほか、ＪＲ只見線、国道115号、252号、289号、294号、35

2号、400号、401号、459号などが県道、市町村道と併せて計画区内の交通網を形成しています。

（４）地域産業の概要

本計画区の総生産額(平成15年度)は1兆26億円で、県全体の13％を占めています。内訳は第

一次産業3％、第二次産業27％、第三次産業70％となっています。第一次産業は稲作を中心に

キュウリ、イチゴ、アスパラガス、トマト等の野菜やリンドウ、宿根カスミソウ等の花きを組

み合わせた経営が行われています。また、特産品の薬用人参や柿、梅の生産やイワナ等渓流魚

の養殖、山菜の加工等も行われています。第二次産業は建設業及び電気・非鉄・精密機械等の

製造業が中心です。第三次産業は歴史と自然を生かした観光産業が特徴として上げられ、都市

との交流の推進や森林空間を利用したレクリエーション施設の整備等も図られています。

４ 森林・林業の現況

（１）森林の概要

森林植生は標高400ｍ以下ではコナラが主体で、標高400ｍ～1,400ｍ付近ではブナ、ミズ

ナラ、アカマツ等が混交し、その中にトチノキ、ホオノキ、ハリギリ、サワグルミ、天然ス

ギが点在し、これらの大径木も局所的に見られるほか、ブナ伐採後の二次林としてミズナラ、

コナラ等が成林しています。標高1,500ｍ～2,000ｍ付近では、オオシラビソ、コメツガ、ヒ

メコマツ、シラベ等の針葉樹とダケカンバ等の広葉樹が見られます。

民有林のうち、天然林は185千haでその93％が広葉樹です。人工林は54千haですが、本計

画区は積雪が多く地形も急峻なこと等から、人工林率は県平均の36％を下回る23％となって

います。人工林の齢級別でみると7齢級以下が36％、10齢級以上が35％となっています。ま

た、樹種でみるとスギ74％、カラマツ15％、アカマツ10％となっており、特産のキリや小面

積ながらウルシの造林も見られます。

民有林の総蓄積は35,429千ｍ3で、人工林が15,780千ｍ3(平均292ｍ3)、天然林が19,649千

ｍ3(平均106ｍ3)となっており、人工林が45％を占めています。

森林の機能別では、磐梯朝日及び日光国立公園、越後三山只見国定公園等をはじめとする

豊かな自然と景観を持つ地域が多く、また、日本有数の水力発電地域でもあること等から、

水源かん養や保健文化機能の高い森林が多い計画区となっています。
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（２）林業・木材産業の概要

ア 森林所有形態・林家数・林業所得

民有林の所有形態は、私有林75％、公有林17％、林業公社5％、緑資源機構3％となってい

ます。林家数は10千戸で、保有山林規模別にみると50ha以上の林家は0.5％にすぎず、5ha未

満の零細な所有が78％を占めています(*)。平成15年度の林業所得は31億円で、総生産に占

める割合は、県平均の0.2％をやや上まわる0.3％となっています。

(*)2000年センサスから林家の定義が、保有山林面積10ａ以上から1ha以上の世帯に変更となった。

イ 森林組合

森林組合は9組合あり、組合員所有の森林面積は156千haで民有林面積の65％を占めており、

地域林業に重要な役割を果たしています。

ウ 林道

既設林道の延長は、平成16年度末で1,409㎞です。林道密度は5.9ｍ/haとなっており、県

平均の7.1ｍ/haを1.2ｍ/ha下回っています。

エ 林産・木材産業

平成15年の素材生産量は70千ｍ3(県全体の11％）ですが年々減少しています。内訳は針葉

樹33％、広葉樹67％で、民有林の生産が83％を占めています。一方、計画区内の木材需要量

は100千ｍ3で国産材が90％を占め、部門別では製材用41％、パルプ・チップ用56％となって

います。製材工場数は71で総出力数が46百kw、１工場当たり65kwとなっています。製材工場

の年間素材入荷量は40千ｍ3で、国産材が77％を占めています。また、チップ工場12、集成

材工場2、プレカット工場2（いずれも兼業含む）のほか、木材市場、繊維板工場、防腐・防

虫工場、丸棒加工工場がそれぞれ1となっています。このほか、特産の会津桐や広葉樹を活

用した家具や木工品製造、漆器産業等が地場産業として発達しています。

オ 特用林産物

平成16年の主な生産量は、生しいたけ459ｔ(県全体の15％)、乾しいたけ14ｔ(同24％)、

なめこ326ｔ(同17％)、木炭74ｔ(同9％)となっています。中でも、なめこのうち原木栽培53

ｔは県全体の9割を占めるほか、山菜等の生産も盛んです。また、桐材778ｍ3(同100％)は全

国一の生産量を誇り、その品質についても高い評価を得ています。
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Ⅲ 計画事項

１ 計画の対象とする森林の区域

地域森林計画の対象とする森林の区域は､森林計画図において表示する区域内の民有林です。

森林計画図の縦覧場所は、福島県農林水産部森林計画グループ（計画区全域）、当該区域を

管轄する県の農林事務所及び市町村（いずれも管轄区域のみ）となっています。

なお、本計画の対象森林は、森林法第10条の2第1項に基づく開発行為の許可（保安林及び保

安施設地区内の森林並びに海岸法の海岸保全区域内の森林を除く）及び同第10条の８第１項に

基づく伐採及び伐採後の造林の届出（保安林及び保安施設地区内の森林を除く）の対象となり

ます。

市町村別面積 単位 面積：ｈａ

区 分 面 積 区 分 面 積 区 分 面 積

会 会津若松市 15,034 会 猪 苗 代 町 15,470 南 下 郷 町 21,237

津 (会津若松) 14,118 津 会津坂下町 2,466 会 檜 枝 岐 村 1,849

農 (河 東) 916 農 湯 川 村 － 津 只 見 町 20,951

林 喜 多 方 市 23,864 林 柳 津 町 11,685 農 南 会 津 町 55,857

事 (喜 多 方) 4,976 事 三 島 町 6,513 林 (田 島) 30,007

務 (熱塩加納) 9,334 務 金 山 町 9,929 事 (舘 岩) 11,829

所 (塩 川) 755 所 昭 和 村 4,702 務 (伊 南) 4,863

(山 都) 6,291 会津美里町 19,052 所 (南 郷) 9,158

(高 郷) 2,508 (会津高田) 15,302 事務所計 99,893

北 塩 原 村 6,335 (会津本郷) 2,388 総 数 238,728

西 会 津 町 20,388 (新 鶴) 1,362

磐 梯 町 3,397 事務所計 138,835

(注)四捨五入の関係で内訳と計は必ずしも一致しない。
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２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

（１）森林の有する機能別の森林の所在及び面積

地域森林計画では、森林の有する機能を水源かん養、山地災害防止、生活環境保全、保健文

化、木材等生産の５つに区分し、当該森林の有する機能のうち特に高度に発揮させる必要のあ

る機能を当該森林の機能として定めています。各機能の内容については、表１のとおりです。

本計画区の機能別の森林の所在及び面積については、別表１のとおり定めます。

（２）森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

ア 森林の整備及び保全の目標

森林の整備及び保全の目標となる、森林の有する機能毎の望ましい森林資源の姿は、表１

のとおりです。なお、全般に積雪が多く地質的にもぜい弱な山地が多い地域では、山地災害

防止機能の維持増進に配慮し、天然力を活用した施業を主体として活力ある健全な森林状態

を維持するものとします。また、第三紀層の地質や豪雪地帯など地域の特性に応じた治山施

設の整備を推進するとともに、松くい虫被害の拡散防止及び被害の抑制に努めるものとしま

す。さらに、脊梁山地地帯等の原生的な森林については、その保存に努めるものとします。

こうした事項に留意して、多様な森林の整備及び保全を計画的に推進するものとします。

イ 森林整備及び保全の基本方針

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させ

るため、重視すべき機能に応じた適正な森林施業の実施や森林保全の確保により、健全な森

林資源の維持造成を推進するものとします。

具体的には、森林の有する各機能の高度発揮を図るため、併存する機能の発揮に配慮しつ

つ、地域特性、森林資源の状況、自然的条件、社会的要請等を総合的に勘案の上、森林をそ

れぞれの森林が特に発揮することを期待されている機能に応じて、水源かん養機能又は山地

災害防止機能を重視する「水土保全林」、生活環境保全機能又は保健文化機能を重視する

「森林と人との共生林」、木材等生産機能を重視する「資源の循環利用林」に区分し、この

区分を踏まえ、育成単層林における保育・間伐の積極的な推進、広葉樹林化・針広混交林化

を含め人為と天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の計画的な整備、天然生

林の的確な保全及び管理等に加え、保安林制度の適切な運用、山地災害等の防止対策や森林

病害虫等被害の防止対策の推進等により、重視すべき機能に応じた多様な森林資源の整備及

び保全を図るものとします。

なお、これら区分毎に望ましい森林資源の姿に誘導していくための、森林整備及び保全の

基本的な考え方は、表２のとおりです。また、効率的な森林施業、森林の適正な管理経営に

欠くことのできない施設であり、農山村地域の振興にも資する林道の整備を計画的に推進す

るものとします。

ウ 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等については、表３のとおり

定めます。

（３）その他必要な事項

会津地域の国有林における森林生態系保護地域及び緑の回廊に隣接する地域については、保

安林の適切な管理により森林生態系の保全に資するものとします。
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表１ 森林の有する機能と望ましい森林資源の姿

森林の 機能の内容 望ましい森林資源の姿 重視すべき機能

機 能 に応じた区分

水源かん 水資源を保持し、渇 下層植生とともに樹木の根が発達することにより、 水

養機能 水を緩和するととも 水を蓄えるすき間に富んだ浸透・保水能力の高い森 土

に洪水流量等を調節 林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を 保

する機能 促進する施設等が整備されている森林 全

林

山地災害 自然現象等による土 下層植生が生育するための空間が確保され適度な光

防止機能 砂崩壊、土砂流出等 が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く

の山地災害の発生そ 発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、

の他表面浸食等山地 必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている

の荒廃化を防止し、 森林

土地を保全する機能

生活環境 生活環境の悪化を防 大気の浄化、騒音や風を防ぐなど良好な生活環境を 森

保全機能 止し、快適な生活環 保全するために、樹高が高く枝葉が多く茂っている 林

境を保全・形成する など遮へい能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高 と

等の機能 い森林及び汚染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗 人

性があり、葉量の多い樹種によって構成されている と

森林 の

共

生

保健文化 保健、文化及び教育 原生的な自然環境を構成し、貴重な動植物の生息・ 林

機能 活動に寄与する機能 生育に適している森林、街並み、史跡、名勝等と一

及び自然環境を保全 体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成

・形成する等の機能 している森林又は身近な自然や自然とのふれあいの

場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、

住民等に憩いと学びの場を提供している森林であっ

て、必要に応じて保健・文化・教育的活動に適した

施設が整備されている森林

木材等生 木材等森林で生産さ 木材の生育に適した土壌を有し、木材として利用す 資

産機能 れる資源を培養する る上で良好な樹木により構成され、成長量が高く二 源

機能 酸化炭素の固定能力が高い森林であって、林道等の の

基盤施設が適切に整備されている森林 循

環

利

用

林
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表２ 森林整備及び保全の基本的な考え方及びその対象とする面積

区 重視すべき機能毎の森林整備及び保全の基本的な考え方 対象とす

分 る面積

水 災害に強い県土の形成、良質な水の安定供給を確保する観点から、地

土 形、地質等の条件を考慮した上で、水源かん養又は山地災害防止の機能の

保 維持増進を特に図るための森林施業を推進するとともに、必要に応じて保 204千ha

全 安林の指定や山地災害を防ぐ施設の整備を推進するものとします。 (86%）

林 具体的には、樹根及び表土の保全に留意し、林木の旺盛な成長を促しつ

つ、下層植生の発達を確保するため、適切な保育・間伐等を促進するとと

もに、高齢級の森林への誘導や伐採に伴う裸地面積の縮小及び分散を図る

ことを基本とします。また、立地条件等に応じ、天然力も活用した施業を

推進することとします。

また、ダム等の利水施設上流部や集落等に近接する山地災害の発生の危

険性が高い地域等において、水源のかん養や土砂の流出防備等の機能が十

分発揮されるよう保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓

岸の浸食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の

施設の設置を推進することを基本とします。

森 生物多様性の保全や森林とのふれあいを通じた森林と人間との共生を図

林 る観点から、生活環境保全又は保健文化機能の維持増進を特に図るための

と 森林施業や森林の適切な保全を推進するものとします。 8千ha

人 具体的には、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本 ( 3%）

と とし、それぞれの森林が求められる機能やあり方に応じ、保護及び適切な

の 利用の組み合わせに留意して、適切な保育・間伐等や、立地条件等に応じ

共 た広葉樹の導入を図る施業等を推進するとともに、生活環境の保全、保健

生 ・風致の保存等のため保安林の指定やその適切な管理、野生生物の生息・

林 生育環境に配慮した森林の適切な保全等を推進することとします。

資 国民生活に不可欠であり、再生可能資源としての重要性が高まりつつあ

源 る木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、木材

の 等生産機能の発揮を重視する森林として、上記２つの区分以外の森林を 26千ha

循 「資源の循環利用林」に区分します。 (11%）

環 本区分の森林については、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹

利 種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐の実施を推

用 進するものとします。

林 なお、この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進す

ることを基本とします。

(注）「対象とする面積」は、市町村森林整備計画書において区分された面積を記載（平成18年4月1日現在）。
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表３ 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ha

参 考（H14.4.1現在）

区 分 現 況 計画期末 水土保全林 森林と人と 資源の

の共生林 循環利用林

育 成 単 層 林 53,784 54,109 44,263 1,308 8,129

面

育 成 複 層 林 7,159 7,761 5,494 1,244 434

積

天 然 生 林 170,678 169,751 146,496 5,128 18,880

森林蓄積(ｍ3/ha) 153 177

林道整備率(％) 57.4 68.1

注)1 表中には、未立木地・竹林・更新困難地等は計上していません。

注)2 ｢林道整備率｣は、「林道網整備計画」（平成10年策定）に対する進捗率です。

注)3 育成単層林、育成複層林及び天然生林においては、以下の施業が実施されます。

育成単層林 森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為※１

により単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業(育成

単層林施業)

育成複層林 森林を構成する林木を択伐※２等により部分的に伐採し、人為により

複数の樹冠層※３を構成する森林(施業の関係上一時的に単層林となる森

林を含む)として成立させ維持する施業(育成複層林施業)

天然生林 主として天然力を活用※４することにより成立させ維持する施業(天然

生林施業)。この施業には、県土の保全、自然環境の保全、種の保存等

のための禁伐等を含む。なお、天然生林は、未立木地、竹林等を含ん

でいる。

※１「人為」とは、植栽、更新補助(天然下種更新のための地表かきおこし、刈払い等）、芽か

き、下刈り、除伐、間伐等の保育等の作業を総称したものです。

※２「択伐」とは、森林内の成熟木を数年から数十年ごとに計画的に繰り返し伐採(抜き切り)

することです。

※３「複数の樹冠層」は、林齢や樹種の違いから林木の高さが異なることにより生じるもので

す。

※４「主として天然力を活用」は、自然に散布された種子が発芽して生育することを主体とす

るものです。

注)4 ｢参考｣は、市町村森林整備計画において区分された森林の区域を森林簿に反映し、

算出したものです。
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３ 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項

（１）森林の立木竹の伐採に関する基本的事項

森林の立木竹の伐採(主伐)の標準的な方法及び標準伐期齢については、2(2)の「森林の整備

及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的事項」及び(2)の「伐採立木材積」

を踏まえ、次の事項に留意して市町村森林整備計画において各事項を定めるものとします。

ア 立木の伐採(主伐)の標準的な方法に関する指針

森林の有する多面的な機能の維持増進を図ることを旨とし、立地条件、地域における既往

の施業体系、樹種の特性、木材需要構造、森林の構成等を勘案して定めるものとします。１

箇所当たりの伐採面積は、保安林等制限林についてはその制限の範囲内とし、制限林以外の

公益的機能別施業森林として区分された森林（水土保全林、森林と人との共生林）について

は、林地の保全及び公益的機能を考慮して、１箇所あたりの伐採面積を20ha以下とし、努め

て小規模におさえるとともに伐採箇所についても分散を図るものとします。また、造林地を

寒風害等の諸被害から保護するため、保護樹帯を積極的に設置するものとします。

森林の施業方法毎の指針は次のとおりです。なお、立木の伐採（主伐）の標準的な方法は、

立木の伐採（主伐）を行う際の規範として市町村森林整備計画において定められるものです。

(ｱ) 育成単層林施業

気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、人工造林又はぼう芽更

新により高い林地生産力が期待される森林及び森林の有する公益的機能の発揮の必要性

から植栽を行うことが適当である森林について、以下の事項に留意の上実施するものと

します。

ａ 主伐に当たっては、自然的条件及び公益的機能の確保についての必要性を踏まえ、

１箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採箇所の分散に配慮するものとします。また、

林地の保全、雪崩、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等のた

め必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置するものとします。

ｂ 主伐の時期については、高齢級の森林が増加すること等を踏まえ、公益的機能の発

揮との調和に配慮し、木材等資源の効率的な循環・利用を考慮して、多様化及び長期

化を図るものとします。

ｃ 伐採後天然更新を行う場合、１箇所当たりの伐採面積及び伐採箇所は上記に準ずる

が、更新を確保するため伐採区域の形状、母樹の保存等について配慮し、ぼう芽更新

の場合は、優良なぼう芽を発生させるため11月から3月の間に伐採するものとします。

人工林の主伐は、樹種毎の生産目標に対応する径級に達した時期に行うものとするが、

本計画区における主伐時期の目安は次のとおりです。
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樹 種 生産目標 期待径級(cm) 主伐時期の目安

ス ギ 一般建築材 ３２ ５０年
造 作 材 ３８ ８０年

カラマツ 一般建築材 ２４ ４５年
造 作 材 ３０ ８０年

アカマツ 一般建築材 ２２ ４５年
造 作 材 ３０ ８０年

（注）林分収穫予想表(地位３)による。

(ｲ) 育成複層林施業

気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、人為と天然力の適切な

組み合わせにより複数の樹冠層を構成する森林として成立し、森林の諸機能の維持増進

が図られる森林について、以下の事項に留意の上実施するものとします。

主伐に当たっては、複層状態の森林に確実に誘導する観点から、自然的条件を踏まえ、

森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行うものとします。また、立地条件、

下木の生育条件等を踏まえ、帯状又は群状の伐採等の効率的な施業の実施についても考

慮するものとする。

(a)択伐による場合は、森林生産力の増進が図られる適正な林分構造等に誘導するよう

適切な伐採率及び繰り返し期間によるものとします。

(b)漸伐、または、皆伐による場合は、適切な伐採区域の形状、伐採面積の規模、伐採

箇所の分散等に配慮するものとします。

(c)天然更新を前提とする場合には、種子の結実や散布状況、天然稚樹の生育状況、母

樹の保存等に配慮するものとします。

(ｳ) 天然生林施業

気候、地形、土壌の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用す

ることにより的確な更新及び森林の諸機能の維持増進が図れる森林について、以下の事

項に留意の上実施するものとします。

ａ 主伐については、育成複層林施業の留意事項によるものとします。

ｂ 県土の保全、自然環境の保全、種の保存等のために禁伐その他の施業を行う必要の

ある森林については、その目的に応じて適切な施業を行うものとします。

(ｴ) 保安林等法令により施業の制限を受けている森林

保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則（昭和26年農林省令第54号）

第７条の２に規定されている森林については、保全対象又は受益対象を同じくする森林

ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行うとともに、森林生産力の維持増進が図られ

る施業方法によるものとします。
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イ 立木の標準伐期齢に関する指針

主要樹種について、平均成長量が最大となる年齢を基準として、森林の有する公益的機能、

既往の平均伐採齢及び森林の構成を勘案して定めるものとします。この場合、施業体系等に

より平均伐期齢が著しく異なる地域があるときは、当該地域を区分して定めるものとします。

具体的には、市町村の区域に生育する主要樹種毎に、下表に示す林齢を基準に、森林の有

する公益的機能、平均伐採齢及び森林の構成を勘案し、原則として５の倍数の林齢で定める

ものとします。なお、標準伐期齢は、地域を通じた標準的な立木の伐採(主伐)の時期に関す

る指標として市町村森林整備計画において定められるものですが、標準伐期齢に達した森林

の伐採を促すためのものではありません。

樹種別の立木の標準伐期齢 単位 林齢：年

ス ギ ヒ ノ キ アカマツ カラマツ その他 クヌギ 広葉樹 広葉樹
クロマツ 針葉樹 （用材） (その他)

４５ ５０ ４５ ４５ ５５ １５ ６５ ２０

(注)広葉樹（その他）は、薪炭材、パルプ用チップ原木、食用きのこ原木等に供されるもの

（２）伐採立木材積

全国森林計画の計画量を基本として、森林資源の構成状況、伐採傾向並びに造林計画量を因

子として生産量を予測し、木材生産実績を勘案して次のとおり計画しました。なお、市町村毎

の伐採立木材積については、別表２のとおりです。

単位 材積：千ｍ3

区 分 総 数 主 伐 間 伐

針葉樹 ６２１ １６４ ４５７

広葉樹 ３６５ ３６５ －

計 ９８６ ５２９ ４５７

（３）その他森林の立木竹の伐採に必要な事項

特になし
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４ 造林面積その他造林に関する事項

（１）造林に関する基本的事項

造林樹種、造林の標準的な方法及び植栽によらなければ確実な更新が困難な森林については、

2(2)の「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」及び

(2)の「造林面積」を踏まえ、次の事項に留意して市町村森林整備計画において各事項を定め

るものとします。

ア 造林樹種に関する指針

適地適木を旨として、立地条件、地域における造林種苗の需給動向及び木材の利用状況等

を勘案して定めるものとし、必要に応じて品種に関する指針を定めるものとします。

この場合、人工造林すべき樹種を定めるに当たっては、地域の自然的条件とそれぞれの樹

種の性質、既往の施業体系、施業技術の動向、種苗の需給動向等を勘案し、健全な森林の成

立が見込まれる樹種を定めるものとし、地域における過去の施業の状況から見て、一定の活

着率の確保や活着後の生育が困難と予想される樹種や、木材としての利用が見込み難い樹種

などの選択につながることのないよう留意しながら、多様な森林の整備を図る観点から、幅

広い樹種が選定されるよう留意するものとします。

なお、造林樹種（人工造林及び天然更新の対象樹種）は、造林を行う際の樹種選択の規範

として、市町村森林整備計画において定めますが、風致の維持や特定の動物の採餌などのた

め、標準的な樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市町村の林務

担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択するよう、市町村森林整備計画に記載されるよう

留意するとともに、あらかじめそのような樹種を植栽すべき森林の区域が特定できる場合に

は、当該区域に限って適用すべき旨を明らかにした上で樹種を定めるものとします。

人工造林及び天然更新の対象樹種

区 分 樹 種 名 備 考

人工造林 針葉樹 スギ、カラマツ、アカマツ等

広葉樹 キリ、イヌエンジュ、クヌギ、ナラ類、クリ等

天然更新 針葉樹 アカマツ、モミ等

広葉樹 クヌギ、ナラ類、ブナ等

イ 造林の標準的な方法に関する指針

森林の確実な更新を図るため、地域の自然的条件とそれぞれの樹種の特質、既往の施業体

系、施業技術の動向等を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる範囲の本数を定めるものと

し、そのような範囲内において、多様な森林の整備を図る観点から、多様な施業体系や生産

目標を想定した幅広い植栽本数の定めが行われるよう留意するものとします。

また、複層林化や混交林化を図る場合の上木の伐採後の樹下植栽について、それぞれの地

域において定着している複層林や混交林に係る施業体系がある場合はそれを踏まえつつ、標

準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材積による率）を乗じた本数以上を植栽すべ

き旨を、市町村森林整備計画に記載するものとします。

なお、造林の標準的な方法は、造林を行う際の規範として市町村森林整備計画において定

めますが、森林空間の利用や特定の動物の生息環境の維持などのため、標準的な植栽本数の
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範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市町村の林務担当部局とも相談

の上、適切な植栽本数を判断する旨、市町村森林整備計画に記載されるよう留意するととも

に、あらかじめそのような植栽本数を適用すべき森林の区域が特定できる場合には、当該区

域に限って適用すべき旨を明らかにした上で植栽本数を定めるものとします。

(ｱ) 人工林の植栽本数

主要樹種の植栽本数は、下表を基礎として既往の植栽本数を勘案し、仕立ての方法別

に定めるものとします。

樹 種 仕立ての方法 標準的な植栽本数 備 考
(本/ha)

ス ギ 中仕立て 2,500 本表は、中仕立ての標準的な植
栽本数であるので、樹種・植栽本

アカマツ 中仕立て 5,000 数は市町村内の自然的条件、木材
需給の動向等を勘案して定めるも

カラマツ 中仕立て 2,500 のとします。

キ リ 中仕立て 500

その他広葉樹 中仕立て 6,000

(ｲ) 人工造林の標準的な方法の指針

ａ 地拵えの方法

植付け予定地の雑草木、ササ類など、植付けに障害となる地被植物を地際より伐倒、

刈り払いにより全面にわたり取り除き、刈り払ったものは末木枝条とともに山腹の適切

な所に集積し、棚積み等を実施するものとします。また、植付け予定地の地被植物や枝

条量が少ない場合は、刈り払った雑草木や末木枝条を林地全面に散布し、林地の保全に

配慮するものとします。傾斜角30°以上の傾斜地または積雪不安定地においては､伐倒

した立木や枝条等を横筋棚積みにしその棚を支えるための切頭残存広葉樹等を2ｍおき

位に立て、積雪の移動防止を図るものとします。

ｂ 植付けの方法

植付け地点を中心に、周囲60～70㎝程度の落葉、雑草、その他の地被物を取り除き、

30～40㎝四方、深さ25～30㎝程度の植え穴を掘って植付ける普通穴植え法により行うも

のとします。凍結や乾燥の恐れがある所では、深植えを行い、病害による被害を受けや

すい地域は抵抗性品種を積極的に導入するものとします。多雪地帯の急斜面に植付ける

場合は、直角植え又は斜め植えあるいは巣植えなどの植付け地に適した方法によるもの

とします。

ｃ 植栽時期

春植えを行う場合は無風、雲天、降雨直前等の適期に行うものとします。秋植えを行

う場合は、根の成長鈍化後に行うものとします。

(ｳ) 天然更新補助作業の標準的な方法の指針

ａ 地表処理は、ササや粗腐植の堆積等により、天然下種更新が阻害されている箇所に

ついてかき起こしや枝条整理等の作業を行い、種子の定着と発生稚樹の保護を図るも

のとします。



- 16 -

ｂ 刈出しは、ササ等の下層植生により、天然稚樹の生育が阻害されている箇所につい

て稚樹の周囲の刈出しを行い、天然稚樹の生育の保護を図るものとします。

ｃ 植込みは、天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然下種更新及びぼう芽更新の不十

分な箇所について経営目標に適した樹種を選定し、植込みを行うものとします。

ｄ 芽かきは、ぼう芽更新を行った林分において、ぼう芽に優劣の差が生じた時期に優

勢なものを一株に1～3本残し、それ以外はかき取るものとします。芽かきを1回行う

場合は伐採3年目ごろ、2回行う場合は伐採後1～2年目ごろと5～6年目ごろに行うも

のとします。多雪地帯では、雪圧による被害等ぼう芽の自然淘汰が行われたと考え

られる5～6年目ごろに行うものとします。

ウ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針

ぼう芽更新に適した立木が存在しない森林や種子を供給する母樹が存在しない森林等で

あって、気候、地形、土地条件、周囲の森林の状況等により天然更新が期待できないものに

ついては、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として市町村森林整備計画において

定めるものとします。

（２）人工造林及び天然更新別の造林面積

全国森林計画の計画量を基本として、森林資源の構成状況及び造林実績を勘案して次のとお

り計画しました。なお、市町村毎の造林面積については、別表３のとおりです。

単位 面積：ha

総 数 人工造林 天然更新

5,641 702 4,939

（３）その他造林に関する必要な事項

森林資源の積極的な造成とともに、林地の荒廃を防止するため、人工造林を伴うものにあっ

ては、伐採後原則として2年以内に更新するものとします。また、天然更新によるものは早期

に更新を図るものとし、更新補助作業が必要なものについては、補植等を行って更新の確保を

図るものとします。なお、天然更新による場合、林地全域もしくは一部（おおむね3割以上）

に将来成木に成り得る更新木が草本類の背丈を超えて発生している状態、または、林地の全域

に近い将来（5年程度）草本類の背丈を超えるであろう更新木が発生している状態をもって、

更新完了を判断するものとします。
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５ 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項

（１）間伐及び保育に関する基本的事項

間伐及び保育の標準的な方法については、2(2)の「森林の整備及び保全の目標その他森林の

整備及び保全に関する基本的な事項」及び(2)の「間伐立木材積」を踏まえ、次の事項に留意

して市町村森林整備計画において各事項を定めるものとします。なお、市町村内の間伐または

保育が適正に実施されていない森林であって、これらを早急に実施する必要のあるものについ

ては、施業方法及び時期について具体的に定め、積極的に推進を図ることとします。

ア 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針

森林の立木の成育促進及び林分の健全化並びに利用価値の向上を図るため、下表に示す内

容を参考として地域における既往の間伐の方法を勘案し、林木の競合状態等に応じた間伐の

開始時期、繰り返し期間、間伐率、回数、作業方法、間伐木の選定方法その他必要な事項を

定めることとします。なお、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法は、間

伐を行う際の規範として、市町村森林整備計画において定められるものです。

間伐の標準的な方法

施 業 体 系 間 伐 時 期 (林齢)

樹 種 間 伐 の 方 法

(植栽本数) 初回 ２回 ３回 ４回 ５回

・選木は林分構成の適正化を図るよう

ス ギ 2,500本/ha 13 17 23 30 40 形質不良木に偏ることなく行うこと。

・間伐率は地域の実情及び林分収穫予

想表を考慮して決定する。

アカマツ 5,000本/ha 17 21 26 32 39 ・間伐の時期は左記の林齢を標準とし

地況、林況等を考慮し決定する。

・列状間伐は林地の保全及び林分の健

カラマツ 2,500本/ha 12 16 22 27 35 全な育成を確保できる場合であって、

風雪害等気象害の恐れのない林分にお

いて実施すること。

イ 保育の標準的な方法に関する指針

森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、次表に示す内容を参考とし、地域

における既往の方法を勘案し、時期、回数、作業方法、その他必要な事項を定めることとし

ます。なお、保育の標準的な方法は、保育を行う際の規範として、市町村森林整備計画にお

いて定められるものです。
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保育の標準的な方法（その１）

保 育 の 実 施 年 ・ 回 数
樹 種

種 類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

下 刈 り ス ギ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アカマツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
カラマツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雪起こし ス ギ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

つる切り ス ギ ○ ○
アカマツ ○
カラマツ ○

除 伐 ス ギ ○ ○
アカマツ ○
カラマツ ○

枝 打 ち ス ギ ○

保育の標準的な方法（その２）

保 育 の 実施年・回数
樹 種 備 考

種 類 16 17 18 19 20

下 刈 り ス ギ ◎印は必要に応じ年２回実施する。
アカマツ
カラマツ

雪起こし ス ギ

つる切り ス ギ
アカマツ
カラマツ

除 伐 ス ギ
アカマツ
カラマツ

枝 打 ち ス ギ ○ ○

(注)本表は、地位（中）における20年生までの一般的な保育基準表であり、当該林地の地位、地

利条件、林家の経営条件等により実施年齢、回数は異なるので、地域の実情に応じて適用する

ことが必要になります。

・「下刈り」は、雑草木が造林木の生長に支障を及ぼしている林分を対象に、局所的気象条件、

植生の繁茂状況等に応じて適切な時期及び作業方法により行うものとします。また、下刈りの

終期は、目的樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判断するものとします。

・「つる切り」は、下刈り終了後、林分が閉鎖するまでの間で、つる類の繁茂状況に応じて

行うものとします。

・「除伐」は、下刈り終了後間伐を行うまでの間に行い、目的外の樹種であってもその生育

状況、公益的機能の発揮及び将来の利用価値を勘案し、有用なものは保存し育成するもの

とします。

・「枝打ち」は、経営の目的、樹種の特性、地位及び地利等を考慮して行うものとします。
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ウ 間伐を実施すべき森林の立木の収量比数に関する指針

計画的な間伐の実施を推進するため、既往の施業体系を勘案し、定めるものとします。

なお、5年以内に間伐を実施すべき森林の立木の収量比数(*)は、樹種別（必要に応じて仕

立ての方法別）に市町村森林整備計画においてに定められるものです。

(*)収量比数＝森林の立木の単位面積当たりの材積と当該立木と樹種及び樹高を同じくする立

木が達しうる最大の材積の比で、森林の混み具合を表す指標。0から1の範囲の数値で表さ

れ、1に近いほど混み合っていることを示す。

（２）間伐立木材積

全国森林計画の計画量を基本として、森林資源の構成状況、伐採傾向並びに造林計画量を因

子として生産量を予測し、3の(2)の伐採立木材積に記載のとおり計画量を決定しました。なお、

市町村毎の間伐立木材積については、別表２のとおりです。

（３）その他間伐及び保育に関する必要な事項

特になし
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６ 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

公益的機能別施業森林の整備については、2(2)の「森林の整備及び保全の目標その他森林の

整備及び保全に関する基本的事項」を踏まえ、次の事項に留意して市町村森林整備計画におい

て各事項を定めるものとします。

（１）公益的機能別施業森林の区域の基準

ア 公益的機能別施業森林

森林の有する公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（以下「公益

的機能別施業森林」という。）の区域は、水源のかん養機能又は山地災害防止機能を重視す

る「水土保全林」と、生活環境保全機能又は保健文化機能を重視する「森林と人との共生

林」に区分されます。これら公益的機能の維持増進を図るため、森林施業を積極的かつ計画

的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林については、森林の有する機能別の森林

の所在、森林の立地条件、林道の整備状況、既往の施業体系、森林の有する諸機能に対する

地域の要請等を勘案し、別記１に定める区域の基準に基づき区分するものとします。

なお、公益的機能別施業森林以外の森林は「資源の循環利用林」に区分されます。

また、森林の区分に際し、森林の有する各機能（水源かん養機能又は山地災害防止機能、

生活環境保全機能又は保健文化機能、木材等生産機能）がそれぞれ高位にある場合には、

「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」の順に優先的に決定して

区分することを基本とします。

イ アに掲げる森林のうち伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林

公益的機能別施業森林（保安林、保安施設地区内の森林、森林法施行規則第7条の2各号に

掲げる森林及び自然環境保全法第14条第1項により指定された原生自然環境保全地域の森林、

別記１の複層林施業を推進すべき森林、特に帯状に残存すべき森林、広葉樹等転換を必要と

する森林、特定広葉樹育成施業を推進すべき森林を除く）のうち、特に伐採の方法や造林の

方法を定める必要がある森林がある場合には、別記２に定める区域の基準に基づき林分を特

定して定めるものとします。

（２）公益的機能別施業森林の区域における施業の方法に関する指針

ア 公益的機能別施業森林

公益的機能別施業森林の施業方法に関する指針は、別記１のとおりとします。

イ アに掲げる森林のうち伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林

公益的機能別施業森林のうち、伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の

施業方法に関する指針は、別記２のとおりとします。

なお、特定する伐採の方法又は造林の方法は、当該森林に関わる自然的・社会的・経済的

諸条件を総合的に勘案して、森林所有者が受認し得る範囲内で定めるものとします。

（３）その他必要な事項

特になし
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（参考）必要とする施業の方法に応じた区分

公益的機能別施業森林 資源の

水土保全林 森林と人との共生林 循環利用林

特に帯状に残すべき森林
複層林施業を
推進すべき森林

広葉樹等へ転換を必要とする森林
（要転換森林）

長伐期施業を
推進すべき森林 特定広葉樹育成施業を推進すべき森林

伐採方法その他施業の方法を特定する必要のある森林

① 更新を確保するため

④ 農地、森林の土 ② 自然環境の保全及び形成並びに

地又は道路その他 保健・文化・教育的利用のため

の施設の保全のた
め ③ 生活環境の保全及び形成のため

⑤ 未立木等で雪崩、寒害、風水害等を防止するため

⑥ 土壌を改良する必要のある森林

(注)伐採方法その他施業の方法を特定する必要のある森林の分類は、その指定目的によるもの

とします。
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別記１ 公益的機能別施業森林における区域の基準と施業の方法に関する指針

森林の区分 区域の基準 施業の方法に関する指針

（１）水土保全 ダムの集水区域や主要な 水源かん養機能又は山地災害防止機能の維持増進を特
林 河川の上流に位置する水源 に図るため、高齢級の森林への誘導や伐採に伴って発生

地周辺の森林、地域の用水源 する裸地の縮小及び分散を基本とする森林施業を推進す
として重要なため池、湧水地、 るものとします。
渓流等の周辺に存する森林 具体的には、立地条件に応じて育成複層林施業を計画
であり、水源かん養機能の発 的に推進するほか、更新時に林床が裸地化する面積及び
揮を重視すべき森林、又は土 期間を縮小するため、森林の面的広がりやモザイク的配置
砂の流出、土砂の崩壊の防 に留意し、１箇所当たりの伐採面積の縮小、伐採箇所の分
備、その他災害の防止のため 散及び伐採林齢の長期化を図ることとします。
の森林で山地災害防止機能 特に、森林の齢級構成、林道の整備状況等地域の実情
の発揮を重視すべき森林を 等からみて、これらの公益的機能の維持増進を図るために
「水土保全林」に区分します。 必要かつ適切と見込まれる場合は、土壌の保全等を特に図
当計画区では、奥羽山脈以 る観点から、伐採林齢を標準伐期齢の２倍程度まで延ばす

西の標高の高い森林、只見川 長伐期施業や常に一定以上の蓄積を維持する育成複層林
・阿賀野川・伊南川、ダムなど 施業の推進を図ることとします。
の上流域の森林等が該当しま また、林地の安定化を目的とした未立木地等への植栽や
す。 複層状態の森林への誘導の際には、立地条件等に応じ、

広葉樹の導入による針広混交林化を推進します。

①複層林 急傾斜地等に位置し、山地 当該森林の林齢が標準伐期齢に達した森林について、
施 業 を 推 災害防止機能を高度に発揮さ 抜き伐りを実施して下層木を植栽するものとします。
進 す べ き せるため皆伐の回避が望まし 抜き伐り後の伐採地については、早期更新を確保するた
森林 い森林であって、森林の齢級 め、抜き伐りの翌年度から２年以内に、市町村森林整備計

構成、林道等の整備状況等か 画において定める標準的な本数を基準とし、抜き伐りに係る
らみて複層林施業の実施が必 伐採材積の比率に応じて植栽するものとします。また、造林
要かつ適切であると見込まれ 樹種については人工造林すべき樹種を主体として定めるも
るものについて、天然地形界 のとします。
等を区画して定めるものとしま 複層林の造成後は、上層木の生長に伴って、林内の相
す。 対照度が低下し下層木の生長が抑制されることから、下層

木の適確な生育を確保するため適時に抜き伐りを実施する
ことが必要ですが、この場合上層木の伐りすぎによる公益的
機能の低下を防止するため、一定の蓄積が常に維持される
ように配慮します。

②長伐期 渓流や河川沿い等に位置 公益的機能をより高度に発揮させるとともに、大径木の生
施 業 を 推 し、水源かん養機能を高度に 産を目標とするため、主伐は原則として標準伐期齢のおお
進 す べ き 発揮させるため伐期の間隔の むね２倍を越える林齢において行うものとします。
森林 拡大を特に図ることが適切な 林木の生長による過密化に伴う林内相対照度の低下を

森林であって、森林の齢級構 防止して下層植生を適正に維持するため、適切に間伐を実
成、林道等の整備状況等から 施することとしますが、立木の伐りすぎによる公益的機能の
みて長伐期施業の実施が必 低下を防止するため、一定の蓄積を維持できるよう生長量
要かつ適切であると見込まれ 相当分を間伐するものとします。
るものについて、天然地形界
等を区画して定めるものとしま
す。
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森林の区分 区域の基準 施業の方法に関する指針

（２）森林と人 日常生活等に密接な関わ 生活環境保全機能又は保健文化機能の維持増進を特
との共生林 りを持つ里山等の森林で、風 に図るため、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進す

や霧等の自然的要因の影響 る森林施業を推進するものとします。
及び騒音や粉塵等人為的要 具体的には、自然環境の保全を最も重視すべき森林に
因の影響を緩和し、気温や ついては、天然力の活用を基本とした天然生林施業を行う
湿度を調整する等地域の快 こととし、必要に応じ、植生の復元等を実施するほか、野生
適な生活環境の保全に資す 生物の生息・生育環境に配慮した森林の適切な保全を自
る等生活環境保全機能の発 然的・社会的条件等に応じて推進するものとします。
揮を重視すべき森林、又は、 森林とのふれあいや自発的な森林づくり活動を通じた環
地域の生態系や生物多様性 境教育や健康づくりの場等として利用される森林について
の保全に不可欠な森林、優 は、快適な森林環境や優れた森林景観を保全・創出する
れた自然景観等を形成する ため、森林構成の多様化や景観の向上に配慮した天然生
森林、県民の保健・文化・教 林施業、郷土樹種を基本とした花木や広葉樹との混交も考
育的利用に適した森林等の 慮に入れた育成複層林施業、人工林の有する美的景観を
保健文化機能の発揮を重視 確保する必要のある森林における景観維持のための育成
すべき森林を「森林と人との 単層林施業等それぞれの目的に応じた施業の推進に努め
共生林」に区分します。 ることとします。
生活環境保全林整備事業 また、保健機能森林の設定による森林保健施設の適切

の実施区域や、林業構造改 な整備と一体となった美しく快適な森林空間を創出するほ
善事業等で森林公園を整備 か、企業等の参画や地域住民と都市住民との連携による
した区域等が該当します。 里山林等の整備を推進するものとします。

都市近郊や里山等地域住民の生活に密接な関わりを持
ち、よりよい生活環境の維持・創出に不可欠な森林につい
ては、立地条件等に応じ、択伐等による森林構成の維持を
基本とした施業を継続的に実施するほか、求められる効果
に最も適合した森林の姿になるよう、樹種の選定や立木の
密度等を配慮した更新、下枝の着生状態や葉量の保持等
に配慮した保育、間伐等を積極的に行うものとします。

①特に帯 風害又は霧害を防備する 更新に当たっては、特に遮へい性を維持する必要がある
状に残存 機能の発揮を重視する森林 ため、択伐よりも森林を帯状に保存しつつ行う主伐とするも
すべき森 について定めるものとしま のとします。
林 す。

②広葉樹 森林の樹種多様性増大の 広葉樹の植栽或いは天然更新により樹種の転換を図る
等へ転換 観点から、針葉樹人工林に ものとします。
を 必 要 と おいて定めるものとします。 市町村森林整備計画においては、樹種の転換を完了す
する森林 べき目標年度を併せて定めるものとします。

③特定広 森林の位置及び構成、地 特定広葉樹は、郷土樹種を主体として、地域独自の景
葉樹育成 域住民の意向等からみて、 観、多様な生物の生息・生育環境を形成する森林を構成
施業を推 風致の優れた森林の維持又 する樹種を指定するものとします。
進すべき は造成のために特定の樹種 伐採は、常に特定広葉樹の立木の材積が維持される範
森林 の広葉樹を育成することが適 囲において行うとともに、特定広葉樹が優勢となる森林を造

切な森林において定めるも 成・維持するため、特定広葉樹以外の立木の伐採を促進
のとします。 するものとします 。

天然更新に必要な母樹のない森林など植栽によらなけ
れば特定広葉樹の立木の適確な生育を確保することが困
難な森林の主伐跡地には、適確な本数の特定広葉樹を植
栽し、また天然更新が見込まれる場合においても、特定広
葉樹の適確な更新を図るため、必要に応じ刈り出し、植込
み等の更新補助作業を行うとともに、特定広葉樹の適確な
生育に必要な保育（芽かき、下刈り、除伐等）を実施するも
のとします。
また、竹の侵入により特定広葉樹の生育が妨げられてい

る森林については、継続的な竹の除去を行うものとします。
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別記２ 施業を特定する必要のある森林の区域の基準及び施業の方法に関する指針

施業区分 理 由 区域の基準 施業の方法に関する指針

(1 )伐採の ①更新を 「水土保全林」、「森林と人との共生 伐採方法は択伐を原則とし、択伐の程
方 法 を 特 確保する 林」のうち、雪崩の発生する恐れの強 度については、局所の土壌、気象等の条
定 す る 必 ため い箇所、風衝地等であって、自然条 件が著しく悪化しない範囲とします。なお、
要のある森 件が著しく劣悪なため、伐採の方法を 主伐として伐採することができる立木は、標
林 特に定めなければ、伐採跡地の更新 準伐期齢以上とし、伐採率は伐採しようと

の確保が困難になるおそれのある森 するときの当該蓄積の30％以内で行うもの
林について定めるものとします。 とします。

②自然環 「森林と人との共生林」のうち、湖沼 伐採方法は択伐を原則とし、択伐の程
境の保全 等の景観と一体となって優れた自然 度については当該機能の特質を阻害しな
及び形成 美を構成する森林、森林美を有する い範囲とします。ただし、適切な伐区の形
並びに保 森林で主要な眺望点から望見される 状・配置、保護樹帯の設置等により当該機
健・文化・ もの、保健・文化・教育的利用の場と 能の確保ができる場合には、帯状伐採等
教育的利 して特に利用されている森林及び貴 の小面積の皆伐によることができるものとし
用のため 重な動植物の保護のため必要な森林 ます。なお、主伐として伐採することができ

について定めるものとします。 る立木は、標準伐期齢以上とします。

③生活環 「森林と人との共生林」のうち、都市 伐採方法は択伐を原則とし、択伐の程
境の保全 近郊等に所在し、郷土樹種を中心とし 度については当該機能の特質を阻害しな
及び形成 た安定した林相を為している森林、市 い範囲とします。ただし、適切な伐区の形
のため 街地道路等と一体となって優れた景 状・配置、保護樹帯の設置等により当該機

観美を構成する森林及び気象緩和、 能の確保ができる場合には、帯状伐採等
騒音防止等の機能を発揮している森 の小面積の皆伐によることができるものとし
林について定めるものとします。 ます。なお、主伐として伐採することができ

る立木は、標準伐期齢以上とします。

④農地、 「水土保全林」のうち、傾斜が急な 伐採の方法は択伐を原則とし、択伐の
森林の土 箇所、基岩の風化が異常に進んだ箇 程度については当該機能の特質を阻害し
地又は道 所等であって伐採方法を特定しなけ ない範囲とします。ただし、適切な伐区の
路その他 れば土砂の崩壊若しくは流出、雪崩 形状・配置、保護樹帯の設置等により当該
の施設の 又は落石を引き起こし、農地、森林の 機能の確保ができる場合には、帯状伐採
保全のた 土地又は道路その他の施設を損傷す 等の小面積の皆伐によることができるものと
め るおそれのある森林について定めるも します。なお、主伐として伐採することがで

のとします。 きる立木は、標準伐期齢以上とし、伐採率
は伐採しようとするときの当該蓄積の30％
以内で行うものとします。

(2 )造林の 未立木地 「水土保全林」、「森林と人との共生 造林の方法は、人工造林又は刈り出し、
方 法 を 特 等で風水 林」のうち、人工造林又は天然更新補 植込み等の更新補助作業によるものとしま
定 す る 必 害等を防 助作業によって確実な成林が見込ま す。
要のある森 止するた れる箇所であって、速やかに更新しな
林 め ければ当該箇所及びその周辺に雪

崩、寒害、風水害等の被害を及ぼす
おそれのある森林について定めるも
のとします。

( 3 )土壌を 地力を早 「水土保全林」、「森林と人との共生 土壌の現状に応じて、土壌の理化学性
改 良 す る 期に回復 林」のうち、黒色土壌で表層からカベ を改良することを主眼とし、地表の保護に
必要のある し立木の 状構造を持っている箇所、花崗岩等 配慮しつつ、耕耘、有機物及び欠乏養分
森林 成長促進 の深層風化地帯又は新第三紀層若し の補給等を行うものとします。

を図るた くは洪積層のうち浸食を受けている土
め 壌から成る箇所、せき悪化している土

壌の箇所の森林等であって、林地を
改良することによって地力を回復し、
林木の成長促進が期待される森林に
ついて定めるものとします。
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（参 考）森林区分のイメージ

「水土保全林」

■ 森林整備の基本方針

災害に強い県土の形成、良質な水の安定供給を確保するための森林整備を推進する。

・高齢級森林への誘導

・伐採に伴う裸地面積の縮小・分散、伐採林齢の長期化

・複層林施業・長伐期施業の推進

・針広混交林化の推進

■ 主な施業

○針葉樹一斉林は、面的な広がりやモザイク的な配置に留意し、適切な保育・間伐と伐期の

長期化を図る（育成単層林施業）。

○針葉樹一斉林は、抜き伐りを繰り返しつつ広葉樹との混交林化を図る。下層植生が乏しい

天然生林は、植栽や更新補助等を行う（育成複層林施業）。

○主として天然力を活用し、状況に応じて更新補助や植栽を行う（天然生林施業）。
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「森林と人との共生林」

■ 森林整備の基本方針

生物多様性の保全や森林とのふれあいを通じた森林と人間との共生を図るための森林整備

を推進する。

・天然力の活用、適切な保全

・森林構成の多様化、景観の向上

・美しく快適な森林空間の創出

・生活環境の維持・創出

■ 主な施業

○樹種・密度等に配慮した更新や適切な保育・間伐を行う（育成単層林施業）。

○針葉樹一斉林は、抜き伐りを繰り返しつつ、郷土樹種を基本とした花木や広葉樹との混交

林化を図る（育成複層林施業）。

○主として天然力を活用し、必要に応じ植生の復元等を図る（天然生林施業）。
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「資源の循環利用林」

■ 森林整備の基本方針

木材等の林産物の持続的、安定的、効率的な供給を図るための森林整備を行う。

・森林の健全性の確保

・需要に応じた資源の造成

・効率的な森林の整備

■ 主な施業

○針葉樹一斉林は、需要に応じた径級等に配慮し、適切な保育・間伐を行う（育成単層林施

業）。

○針葉樹一斉林は、群状・帯状の抜き伐りにより多様な林齢・径級を有する森林に誘導する

（育成複層林施業）。

○主として天然力を活用し、状況に応じて本数調整や更新補助を行う（天然生林施業）。
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７ 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

（１）林道の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道は、林業経営、森林管理にとって基幹となる施設であり、2の「森林の整備及び保全に

関する基本的な事項」に定める森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、効率的な森林

施業を実施する上で不可欠な施設となっています。林道の整備に当たっては、森林の重視すべ

き機能を踏まえ、利用形態や自然環境の保全に配慮した路網の配置、維持管理の合理性も考慮

した適切な工法等の採用及び開設の期間やコストの縮減に努めながら計画的に推進するものと

します。開設する林道の基本的な考え方については、重視すべき機能を踏まえた森林の区分ご

とに、以下のとおりとします。

ア 水土保全林

水源かん養機能等の維持向上のため積極的な施業を実施すべき森林においては、高密な路

網を整備し、一方では急傾斜地等崩壊の危険性が高い箇所を回避し整備するものとします。

また、必要に応じて排水対策に資する施設を整備するとともに、運搬車両の通行に必要な最

小限の幅員に抑制するなどの取り組みを行うものとします。

イ 森林と人との共生林

森林体験活動の場や健康づくりの場としての森林と人とのふれあいを重視する森林におい

て、森林へのアクセス等に必要な路網の整備を行う場合には､林道については利用者の利便

性等の確保の観点に加え、作業道や歩道も含め景観や生態系の保全に配慮した線形、構造及

び施設を選択するものとします。また、景観や生態系の保全が特に求められる森林について

は、新たな林道の開設を回避する等、森林の管理上必要最小限の整備とするものとします。

ウ 資源の循環利用林

木材等生産機能を重視する森林においては、森林施業の効率を向上させるため、地域の条

件に応じて、路網整備を計画的に推進するものとします。

なお、開設に当たっては、森林の利用形態等に応じた規格・構造の柔軟な選択、森林施業の

優先順位に応じた整備を推進するとともに、森林へのアクセスを確保する骨格となる林道につ

いては、移動時間の短縮による森林整備の効率化に見合った規格・構造にするものとします。

さらに、コストの縮減を図りつつ周囲の環境との調和を図るものとします。また、高性能林業

機械による効率的な作業システムの普及及び定着を図るものとし、繰り返し間伐等継続的な施

業が必要な育成単層林施業及び育成複層林施業の対象地にあっては、林道と作業道の適切な組

み合わせによる林内路網の整備を推進し、おおむね50ｍ/haを目安として整備するよう努める

ものとします。

（２）開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

全国森林計画の計画量を基本として、利用すべき森林の状況、林道路網整備計画並びに林道

事業実績等を勘案して次のとおり計画しました。なお、市町村毎の数量等については、別表４

のとおりです。
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単位 延長：ｍ

区 分 路 線 数 延 長

新 設 96 211,817
開 設

改 築 18 49,935

(294) ※（ ）は箇所数
拡 張 改 良 104 70,859

舗 装 71 160,990

（３）更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし

（４）その他必要な事項

特になし
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８ 森林施業の合理化に関する事項

森林・林業を取り巻く厳しい状況の中、森林整備の着実な推進を図り、地域森林計画の目標

を達成するためには、施業の共同化を進めるなど森林施業の合理化を図る必要があります。森

林施業の合理化については、国、県、市町村及び森林・林業・木材産業等関係者が緊密な連携

を図りつつ、以下の事項について計画的かつ総合的に推進するものとします。

（１）森林施業の共同化の促進

ア 地域における合意形成の促進等

分散している森林の効率的な管理運営等を行うため、会津流域林業活性化センターを中心

に、県・市町村・森林組合が森林施業の共同化等について、あらゆる機会を通じて普及・啓

発するものとします。その際、長期的な施業委託等が円滑に進むよう施業内容やコストを明

示する提案型の施業の普及及び定着を促進するものとします。また、「森林施業計画」に基

づく共同の森林施業を促進するため、県・市町村・森林組合が一体となって支援するものと

します。

イ 森林施業共同化等の指導体制の強化

森林施業の共同化を促進するため、市町村職員、農林事務所における林業普及指導員、森

林組合職員等は、積極的に森林所有者の意向等を把握し、それぞれの情報交換を密にして指

導体制の強化を図るものとします。

ウ 森林施業受委託の促進等

森林施業の共同実施及び作業路網の維持運営等を内容とする「施業実施協定」の締結等に

よる共同施業の確実な実施の促進を図るものとします。なお、森林所有者が共同で施業でき

ない場合や森林所有者から施業委託の要望があった場合等には、「森林施業計画」の長期受

委託等により森林組合等への施業や経営の集約化を図るとともに、受け皿となる森林組合等

の組織を強化するものとします。また、これら森林組合等の組織は、放置されているため森

林の持つ公益的機能が効率よく発揮できていない森林についても、積極的に森林施業を受託

し森林の機能を高度に発揮させるように努めるものとします。

（２）林業に従事する者の養成及び確保

ア 林業事業体の体質強化

林業従事者の養成並びに確保を行うためには、働く場である林業事業体の体質強化を図る

必要があります。そのため事業体は、以下の点について条件整備を行うものとします。

①年間を通じた事業量の確保

②生産性の向上と収益性の確保

③林業事業体間の事業協力や共同組織化

④収益性の高い事業に速やかに対応できる高い技術力の確保

⑤新規就労者が魅力を感じる労働条件の整備と就労環境の整備

イ 林業従事者の確保・養成

林業従事者を確保するために事業体や行政機関等は、以下の点について方策を講じるもの

とします。

①事業体の体質強化（上記ア参照）

②林業従事者確保のための職員の募集
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③林業従事者に対する研修の実施等による技術力の向上

④新規に林業従事者として参入する日曜林家、ボランティア等への支援

ウ 林業後継者の育成

林業後継者の養成のため行政機関や森林組合等は、以下の点について方策を講じるものと

します。

①林業による収益の確保と後継者が従事しやすい環境の整備

②林研グループ等若手後継者の育成と活動の支援

③地域林業のリーダーの養成支援と後継者が育ちやすい環境の構築

（３）林業機械の導入の促進

ア 高性能機械等の導入促進

林業生産性の向上と低コスト林業を推進し、労働強度の軽減や労働災害の減少を図るため、

高性能機械の開発や在来型機械の改良等の状況を踏まえつつ、高性能林業機械等の導入を促

進するものとします。また、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、

環境負荷の低減に配慮し、間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的か

つ効率的に実施するため、路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率な作業シ

ステムの整備とその普及及び定着を推進するものとします。なお、高性能林業機械等の導入

及び効率的な利用を確保するため、機械の共同利用組織や利用体制の整備、現地の作業条件

に応じた作業システムを効率的に展開できる技術者の養成を推進するとともに、林道及び作

業道等を適切に組み合わせより効率的な森林施業のための路網の整備を図るものとします。

イ 伐出作業における機械作業システムの目標

①大規模専業型

年間の取扱量が5,000ｍ3以上で、専業的通年的に素材生産を行っている事業体の目標

傾斜区分 機械区分 作業システム 作 業 内 容

緩 高 性 能 ハーベスタ・ ハーベスタにより伐木・造材を行い、フォ
傾 フォワーダタイプ ワーダにより短幹集材を行う。
斜
地 改良在来 トラクタタイプ チェンソーによる伐採とトラクターによる集

材、チェンソーによる造材を行う。

急 高 性 能 タワーヤーダ・ チェンソーにより伐木、タワーヤーダにより
傾 プロセッサタイプ 全木集材後、プロセッサにより造材する。
斜
地 改良在来 集材機タイプ チェンソーによる伐採と集材機による集材、

チェンソーによる造材を行う。
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②小規模兼業型

年間の取扱量が5,000ｍ3未満で、小規模で兼業的に素材生産を行っている事業体の目標

傾斜区分 機械区分 作業システム 作 業 内 容

緩 高 性 能 小型スキッダ・ チェンソーにより伐木し、小型スキッダによ
傾 簡易プロセッサ り全木集材を行い、簡易プロセッサにより造
斜 タイプ 材を行う。
地

改良在来 小型トラクタ チェンソーによる伐採と小型トラクターによ
タイプ る集材、チェンソーによる造材。

林内作業車タイプ チェンソーにより伐木、造材を行い、林内作
業車で集材する。

急 高 性 能 小型タワーヤーダ チェンソーによる伐木、小型タワーヤーダに
傾 ・簡易プロセッサ よる全木集材を行い、簡易プロセッサにより
斜 タイプ 造材を行う。
地

改良在来 小型集材機タイプ チェンソーによる伐採と小型集材機・自走式
搬器による集材、チェンソーによる造材を行
う。

（４）作業路等の整備

森林施業を合理的に行うため、基幹となる市町村道や林道と施業対象地域を有機的に結ぶ

作業道を整備するとともに、必要に応じて集材を行う際の作業場等森林整備に必要な施設の

整備を行うものとします。

（５）林産物の利用促進のための施設の整備

林産物の利用促進を図るため、会津流域林業活性化センターを中心として、森林所有者、

素材生産業者、木材製造業者等による安定的な取引関係の確立を推進し、木材の安定供給体

制の構築に努めるものとします。

また、乾燥材や品質性能の明確な木材製品の生産を促進し、県産木材の信頼性の確保を図

るとともに、木材関係者、建築設計士、大工工務店等、異業種の連携を促進することにより、

消費者のニーズに対応した供給システムの確立を図り、地域の木材の利用推進に努めるもの

とします。

（６）その他必要な事項

市町村道や林道等基幹道の整備を推進するとともに、林業従事者の生活の場となる集落周

辺において、用排水施設、集落広場、保健増進施設等の生活環境整備に努めるものとします。
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９ 森林の土地の保全に関する事項

（１）樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

森林の施業及び土地の形質の変更に当たり、水資源のかん養や土砂の流出、崩壊防止上特に

林地の保全に留意すべき森林については、地形、地質、土壌、気象その他の条件を総合的に勘

案し、別表５のとおり定めるものとします。

（２）森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する森林及びその搬出方法

該当なし

（３）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

土地の形質の変更に当たっては、林地の保全に十分留意することとし、形質変更の態様、地

形、地質等の条件、行うべき施業の内容等に留意して、実施地区の選定を行うものとします。

土石の切取・盛土を行う場合には、法勾配の安定を図るとともに、必要に応じて法面保護の

ための緑化工・土留工等の施設の設置及び水の適切な処理のための排水施設等を設けることと

し、その他の土地の形質の変更の場合には、その態様に応じて土砂の崩壊、流出等の防止に必

要な施設を設ける等、適切な保全処置を講ずるものとします。

（４）その他必要な事項

特になし
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１０ 保安施設に関する事項

（１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等

保安林については、2(2)の「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する

基本的事項」を踏まえ、森林に関する自然的条件や社会的要請、保安林の配置状況等を勘案し、

計画的な配備を推進するとともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保する

こととします。

ア 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積：ha

保安林の種類 面 積 備 考

総 数（実面積） 75,631 (注)複数指定される保安
林があるため総数と内訳

水源かん養のための保安林 52,258 は必ずしも一致しない

災害防備のための保安林 22,974

保健、風致の保存等のための保安林 3,348

イ 保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別面積等

計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の面積等については、

次のとおりです。なお、市町村毎の面積等については、別表６のとおりです。

単位 面積：ha

区 分 総 数 水 源 土砂流 土砂崩 水 害 干 害 なだれ 落 石 保 健 風 致
かん養 出防備 壊防備 防 備 防 備 防 止 防 止

指 定 3,032 2,072 950 0 - - 10 - - -

解 除 66 24 21 4 4 3 5 2 2 1

ウ 指定施業要件の整備を相当とする保安林の種類別面積

計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする保安林の種類別面積については、別

表７のとおりです。

（２）保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

特になし

（３）実施すべき治山事業の数量

計画期間内に実施すべき治山事業の数量については、事業の重要性、緊急度等を勘案し、治

山事業（保安施設事業及び林野の保全に係る地すべり防止事業）を実施する箇所について、尾

根や沢等の地形等により区分される森林の区域（林班）を単位として次のとおり計画しました。

なお、市町村毎の種類別、箇所別の数量については、別表８のとおりです。

治山事業の数量 212 地区
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（４）その他必要な事項

ア 保安林について

当計画区は福島・新潟両県の重要な水源地域であり、積雪も多く地形も急峻であることか

ら、水源かん養、土砂流出防備保安林が広く配置されています。しかし、境界が不明瞭な箇

所も多く、県、市町村及び所有者等関係者の協力により対応を図るものとします。また、整

備を必要とする保安林については、治山事業等を進めるとともに、標識の設置を行い、適正

な管理に努めるものとします。

イ 治山事業について

当計画区は面積が広く地形地質も複雑です。東側の奥羽山脈は標高2千ｍ級の山々が連な

り、また、那須火山脈と重なり現在も活動が活発な地域があることから、地質は火山の噴出

物や温泉の影響を受けた区域となっています。南西部は阿賀川本流及びその支流の只見川、

伊南川の流域となっており、更にこれらの支流域は比較的深い沢の形状を示していますが、

支流や沢沿いの多くは他の地質に比べ固結度が低い第三紀層が分布していることから脆弱で

あり、また、沼沢湖周辺には県内唯一のシラス層が分布しています。北西部は断層が複雑に

発達していることから、比較的穏やかな地形にも関わらず大小の地すべり地形が分布して脆

弱な地質となっています。また、会津地域は全域が豪雪地帯でうち８割が特別豪雪地帯と

なっており、集落や道路が河川沿いに多く形成されていることから、雪崩や落石の危険箇所

が多く存在します。

以上のような地況から、降雨や積雪等により山腹の崩壊や渓流荒廃、地すべりが発生して

いることから、荒廃箇所の復旧を進めるとともに、山地災害危険地区における災害を未然に

防止するため、治山事業を計画的に進め地域住民の生活の安全を図ることとします。更に、

当計画区は重要な水源地域となっていることから、水源かん養機能を含めた森林の持つ多面

的機能の維持増進を図るため森林整備を合わせて進めていきます。
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１１ 特定保安林の整備に関する事項

（１）要整備森林の所在及び面積

別紙のとおり

（２）要整備森林について実施すべき造林、保育、伐採その他の施業の方法及び時期

別紙のとおり

（３）その他必要な事項

別紙のとおり
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１２ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

保健機能森林の整備については、「森林の保健機能の増進に関する特別措置法（平成元年法律

第71号）」第5条の2に基づき、森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合に、次の事

項に留意して市町村森林整備計画において各事項を定めるものとします。

（１）保健機能森林の区域の基準

保健機能森林は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林等保健機能

の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、その森林の存する地域の実情、その森林の

利用者の意向等からみて、森林の保健機能の増進を図るため整備することが適当であり、かつ、

森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林施業を行う担い手が存在するとともに、

公衆の利用に供する森林保健施設の整備が行われる見込みのある森林について設定するものと

します。

（２）その他保健機能森林の整備に関する事項

ア 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針

保健機能森林の施業については、森林の保健機能の増進を図るとともに、施設の設置に伴

う森林の有する水源かん養、県土保全等の機能の低下を補完するため、自然環境の保全及び

森林の有する諸機能の保全に配慮しつつ、多様な施業を森林の特色を踏まえて積極的に実施

するものとします。

また、快適な森林環境の維持及び利用の利便性にも配慮し、間伐、除伐等の保育を積極的

に行うものとします。

イ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針

森林保健施設の整備に当たっては、自然環境の保全、県土の保全及び文化財の保護等に配

慮しつつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うものとし、施設

の位置や規模、配置、構造等については当該森林によって確保されている保健機能を損なう

ことがないよう十分に配慮するものとします。

ウ その他必要な事項

保健機能森林の管理・運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保全と両

立した森林の保健機能の増進が図られるよう、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて、森

林及び施設の適切な管理、防火体制・防火施設の整備並びに利用者の安全及び交通の安全・

円滑の確保に留意するものとします。
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１３ その他必要な事項

（１）法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

法令等により施業について制限を受けている森林の施業方法については、別表９のとおり定

めるものとします。

（２）森林の保護及び管理

森林病虫獣害や林野火災、気象災害等による森林被害は、林業経営上の損失ばかりでなく、

森林の持つ公益的機能の低下をもたらすことから、地域と連携を図りながら発生の予防と被害

の拡大防止に取り組むものとします。

ア 森林の保護及び管理の方針

松くい虫の被害については、早期発見・早期防除に努め被害のまん延を防止し、「保全す

べき松林」を守るため各種事業を計画的に進めるものとします。

カシノナガキクイムシの被害等松くい虫以外の病虫獣害についても発生の予防に努めると

ともに、その被害状況や被害森林の公益的機能等に配慮した諸対策を講じるものとします。

また、造林に当たっては、耐雪性や耐寒性、耐病性等の高い品種の導入を進めるものとし

ます。

さらに、林野火災の拡大を防ぐため初期消火機材の配備を図るとともに、林野火災や気象

災害等による損失を補てんするため森林国営保険への加入を促進する等、総合的な取組を進

めるものとします。

イ 森林の巡視に関する事項

森林への関心の高まりとあいまって入山者が増加し、林野火災発生の危険性がより増大し

てきていることから、山火事予防運動等により林野火災の未然防止について普及活動を行う

とともに、森林巡視による森林被害の早期発見に努め、適宜必要な措置を講ずることとしま

す。

ウ 森林の保護及び管理のための施設に関する事項

特になし

（３）その他必要な事項

特になし
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